
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２３年度 5,769 7,539 8,247 12,057 9,991 6,588 7,552 6,924 5,371 4,466 6,590 7,346 88,440

２２年度 5,243 6,356 7,136 11,019 9,896 6,260 6,509 6,227 4,930 4,131 5,290 5,716 78,713

増　減 526 1,183 1,111 1,038 95 328 1,043 697 441 335 1,300 1,630 9,727

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２３年度 3,696 1,023 973 1,542 1,687 3,409 1,037 779 2,774 951 815 969 19,655

２２年度 3,186 793 841 1,718 1,758 3,134 970 677 474 2,718 652 647 17,568

増　減 510 230 132 -176 -71 275 67 102 2,300 -1,767 163 322 2,087

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト 

所在地

連絡先

指定期間 (公財)鳥取県体育協会

 米子屋内プール

 ０８５７－２６－７９１９

設置目的

開館時間

スポ－ツ（水泳）の振興と県民の心身の健全な発達に寄与する。

 米子市皆生温泉３－１８－３施　設　名

 教育委員会スポーツ健康教育課施設所管課名

○米子屋内プールの施設設備の維持管理に関する業務（施設設備の保守管理、修繕、清掃、保安警備
　等）
○米子屋内プールの利用の許可、利用料金の徴収等に関する業務
○その他施設の管理運営に必要な業務（利用者の受付・案内、付属設備・備品の貸出、利用指導・
　操作・利用者へのサービスの提供、施設の利用促進、その他施設の管理運営に必要な業務）
○スポーツの普及振興

施設内容

 平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日指定管理者名

利用料金 （施設ホームページのとおり）

利用者数 (人)

管理体制

毎週水曜日（その日が休日に当たる時はその直後の休日でない日）、１２月２９日～１月３日。
ただし米子市小中学校夏休み期間中は開館。

　　正職員：７人、嘱託職員：４人、臨時職員：１人　〔 計 １２人 〕

スタッフ（正職員２）

嘱託職員（４）

館長（正職員１）

体育指導員（正職員３）

次長（正職員1）

休館日

委託業務の内容

臨時職員（１）

昭和５５年　３月２２日設置年月日

【プール】夏季以外　　　　　午前１０時～午後８時
　　　　（夏季７月～９月）　午前９時３０分～午後９時
【トレーニングホール】夏季以外　　　　　午前９時～午後８時
　　　　　　　　　　（夏季７月～９月）　午前９時～午後９時

○敷地面積：１４，３２５㎡
○延床面積：プ－ル棟　２，１０２㎡、
　　　　　　管理棟　１，４１４㎡、
　　　　　　トレ－ニング棟　１，４９０㎡
○施設内容：屋内プ－ル　２５ｍ　６コ－ス、幼児用プ－ル、管理棟、事務室、機械室他、
　　　　　　トレ－ニング棟、トレ－ニングホール

利用料金収入
　　　 (千円)

平成24年9月28日



５ 収支の状況

６ サービスの向上に向けた取組み

７ 利用者意見への対応
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17,568

教室参加料
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66,787 64,899
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-199

利用料金 鳥取県民の日（９月１２日）、９月第２土曜日とその翌日　：　無料開放

ＡＥＤの管理 すべての職員が、普通救命講習Ⅱを修了し、資格を得ている。

開館時間 通常営業　10：00～20：00　夏季期間（７月～９月）9：30～21：00

休館日 毎週水曜日　年末年始（12/29-1/3）　※但し夏季期間は無休

体育館の見学するところが汚い。 施設全体の日常点検と速やかな清掃で対応します。

　利用者からの積極的な評価

外部評価委員会において下記の意見があった。
・利用者数、収入とも増加し、職員の対応もよく、明るく利用しやすい施設の提供を今後もお願いしたい。
・障がい者の活動に協力いただき、感謝している。
・トライアスロンの普及･発展に今後とも協力してほしい。

利用者意見
の把握方法

・「利用者の声」の収集とアンケート調査を実施
・鳥取県インターネットによる予約申込・状況の確認が可能であること、その制度の広報活動（受付に
　案内及び掲示）
・鳥取県体育協会のホームページにもリンク
・相談コーナーの設置
・施設窓口での意見受付
・外部評価委員からの意見聴取

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

収 　支 　差 　額 1,089 2,385

38,162

-62

2,152

27,256

36,010



８ 指定管理者による自己点検

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

①苦慮している点
・県と連携し修繕等を行っているが、施設・設備の老朽化が著しい。
②積極的に取組む事項
・利用者にとって安心・安全な施設であるよう職員全員が定期的に事故防止のための講習会を実施するなど、
　職員の資質向上を目指していく。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

①経費の削減
・ボイラを状況に応じて自動から手動運転することにより燃料費の削減。
・第三者委託業務の期間を３年から５年間としたことによる委託料の削減。
・委託業務の仕様書を再確認し、職員でできるものは職員実施。
・職員による草刈等の周辺環境整備及び施設管理。
・節水、節電、コピー用紙のリユースの徹底。

②職員の意識改革
・指定管理者制度における期待効果を再確認しコスト削減、サービスの向上意識を高めた。
・接遇研修等を積極的に受講し、重要項目を抜粋して職員の目に届くところに置き、意識の向上を図った。
・利用者との対話を重要視することで利用者側の目線に立ち、サービスの向上に努めた。
・障がい者スポーツ指導員資格、ボイラー資格等を取得し、職員間の意識改革や向上心に繋がった。
・監視体制状況掲示板を作成し、担当責任を明確にすることで監視体制の強化を図った。

③利用者の増
・スポーツ教室の拡充（教室数の増加、トレーニングホール活用の教室）により利用者が増加。
・コース、クラス設定を状況に応じて適切に設定したため、良好な環境を提供でき高齢者･障がい者の利用者増に
　つながった。

④県や関連機関との連携
・県の方針や施策との整合を図りながら施設運営。
・スポーツ施設における子育て支援事業に協力し、教室開催時には託児所として研修室を開放。また土日祝祭日にはキッズ
　ルームとして開放した。
・豪雪や松食い虫による松の倒木等で敷地内の景観が失われつつあるので、西部農林振興室と協議した上で独自で松苗の
　植樹を実施。

⑤市民との連携
・近隣で開催されるイベント等の参加者に屋外トイレを開放。
・全日本トライアスロン皆生大会の大会拠点として、一部施設を開放し、支援。
・第４回全日本アクアスロン皆生大会の主会場として提供、支援及びボランティアスタッフの派遣。
・皆生レクリエーショナルカヌー協会へ保管場所ならびに更衣室、シャワーの提供。
・皆生プレイパーク運営委員会登録メンバーとなり、イベントへの協力、定期的な除草作業に参加。

⑥環境配慮活動
・ＴＥＡＳ（鳥取県版環境管理システム）を遵守することにより、環境に配慮した施設運営を行った。
・利用者の参画も得て、アイスの棒、ペットボトルのふた、プルタブの回収運動を実施。

⑦AED（自動体外式除細動器）の管理
・AED取扱規則に沿って適切管理を実行。また、すべての職員が事故に対応できるよう、普通救命講習を受講し、有資格者と
　して職務に当たる。

⑧外部評価委員会
・外部有識者、施設利用者をメンバーとして、平成24年3月25日に外部評価委員会を開催。
→要望・意見・接客態度・教室内容の充実・協力事業の内容等、おおむね高い評価を得ることができた。今後もより一層
　サービスの向上を目指す。



９ 施設所管課による業務点検

　　　　　　Ｂ：おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

　　　　　　Ｄ：協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。

項　　　　　　　目 評　価 点　　　検　　　結　　　果

　○利用料金の徴収、減免

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

Ｂ

○各種点検業務、機械警備業務、清掃委託業務について、業者と委託契
約を締結し適切に実施している。
○職員が巡回し、危険箇所等の確認し、修繕の必要な箇所があった場合
には迅速に対応している。
○プールの監視体制が充実しており、安心安全な利用が可能。

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

〔職員の配置〕 Ｂ ○適切な管理運営を行うにあたって、適正な人員配置がされている。

〔収入支出の状況〕

　○開館時間、休館日、利用料金等

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

Ｂ

○スポーツの振興を図るため、関係団体と連携し、各種大会の開催等の
利用調整を行っている。
○スポーツ教室の拡充やイベントの開催等により収入の確保に努めてい
る。
○利用料徴収、減免について、基準に従い適正に行われている。

　○利用の許可

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○施設の利用促進

Ｂ

Ａ
○外部への委託業務において、５ヵ年契約の制度や指名競争入札等を積
極的に導入し、経費の節減に努めている。

　○個人情報保護、情報公開

○受付窓口での案内をはじめ、利用者へ積極的に声をかけ、利用者が親
しみやすく、かつ、利用しやすいよう心がけている。

　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　○利用指導・操作

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

　○利用者意見の把握・対応

〔利用者サービス〕

　　　　　　Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

総　　　　括 Ｂ
○指定管理者制度導入後、新規イベントの企画、外部委託での経費の節
減、利用者からの意見反映、利用者の利便性の確保を図っており、適切
な管理運営を行っている。

《評価指標》Ａ：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

○利用者の利便性を考慮し休館日を変更したり、各大会等の開催時間に
よって開館時間を柔軟に変更している。
○各種のイベントを計画したり、開催することをホームページ等で周知 し
ている。
○アンケートにより利用者からの意見を把握し、管理運営に取り入れてい
る。
○スポーツ関係大会の運営協力やスポーツ関連事業での交流など各種
団体との積極的な連携を行い、地域住民のための施設としての役割を果
たしている。

A
　○利用者へのサービス提供・向上策


